
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

京都市の耐震診断・耐震改修に関する事業のご案内 

１ 事業の概要 １ページから 
 

２ まずは耐震診断でおうちの健康診断を 

京京都都市市京町家耐震診断士派遣事業 
 

２ページから  

   

３ 補強改修工事をお考えなら 

京京都都市市京町家等耐震改修助成事業 

京京都都市市木造住宅耐震改修助成事業 

京京都都市市木造住宅簡易耐震改修等助成事業 
 

５ページから  

４ 京町家に関する取組 １１ページ  

 

● 耐震診断士派遣事業・耐震改修助成事業に関するお問い合わせ，お申込み先 

  住まいの耐震化に関する相談窓口 

   

京 町 家 

平成２３年度版 

◆対 象◆ 

昭和 25 年以前建築の京町家等 

京都市すまい耐震支援窓口 

〒601-8041  

京都市南区東九条南烏丸町３５-６  

南烏丸市営住宅 1 階  

（地下鉄烏丸線九条駅３番出口を南へお進み 

ください。） 

電 話（０７５）６４４－５８７４  

ＦＡＸ（０７５）６４４－９５８８ 

受付時間 月曜日～金曜日（年末年始・祝日除く） 

午前１０時～午後 5 時 

発行：京都市都市計画局建築指導部建築安全推進課 

   京都市都市計画局住宅室住宅政策課 

京都市印刷物番号 第 233026 号 

所管課:建築安全推進課

所管課:住宅政策課 

 助成額・助成率 

を充実しました。 
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事業の概要
 

 
● 京町家等とは？ 

 

『伝統的軸組構法（柱，梁
はり

等の主要構造部が木材で造られており，貫
ぬき

，差し
さ し

鴨居
が も い

又は土壁等が多く用いら

れている木造軸組構法のこと。ただし，混構造を除く。）の木造住宅で，昭和２５年以前に建築されたもの』

を本事業の京町家等とします。 
 

 
● 趣旨 

 

平成７年の阪神・淡路大震災では地震発生とほぼ同時に住宅が倒壊し，その下敷きとなって多くの方が亡

くなられました。倒壊した住宅の多くは耐震性が低いものでした。 

京都市では平成 19 年 7 月に京都市建築物耐震改修促進計画を策定し，地震災害に強いまちづくりを目指

しています。 

本事業は京町家等について，構造の特徴に適した耐震診断・耐震改修手法により，京都らしい伝統的な町

並みを保全しながら地震に対する安全性の向上を図ることを目指すものです。 
 

 
● 京町家等の構造の特徴に適した耐震診断・耐震改修とは？ 

 

昭和５６年５月３１日以前に建築された古い耐震基準の木造住宅の中でも，昭和２５年（建築基準法が施

行された年）以前に建築されたものと以後に建築されたもの※１では，その構造に大きな違いがあります。 

一般的に京町家といわれる木造住宅の多くが昭和２５年以前に建築されており，通常の耐震診断の手法

（壁の量で耐震性を評価する方法）では，適切に耐震性を判断することができません。京町家は，木の性質

を生かした粘り強さで地震に耐える構造を持っており，建物の変形性能で耐震性を判断する方法（限界耐力

計算法）が適しています。京都市では，この方法を用いて一般の建築士にも使える京町家等向け耐震診断手

法※２を整備しました。そこで，一定の要件を満たす京町家等について，費用の一部を補助し，この手法を

用いた京町家耐震診断士の派遣及び耐震改修工事費の助成を行います。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

※１昭和２６年から５６年５月までに建築された木造住宅は，「京都市木造住宅耐震診断士派遣事業」

及び「京都市木造住宅耐震改修助成事業」を御利用ください。 

※２「京町家の限界耐力計算による耐震設計および耐震診断・耐震改修指針」京都市都市計画局発行

 

１

「京町家等」の特徴 

・ 壁の多くは土壁です。 

・ 壁に筋かいはありません。 

・ 土台は敷設されていません。 
・ 主に昭和２５年以前に建てられています。 

 
登り梁

母屋 

側柱 

軒

かづら石

人見梁

足固め 
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耐 震 診 断 を 受 け る に は ？ 
 

 
 
 

京都市から京町家等の耐震診断を行うための専門家（耐震診断士）２名を派遣します。 

 
● 対象 

 

次のすべての条件にあてはまる京都市内の「京町家等」の所有者 

 

 建築年次：昭和２５年以前に建築されたもの 

構造・形式：伝統的軸組構法による木造住宅の一戸建て又は長屋建て 

階  数：地上２階建て以下 

規  模：延べ面積が５００平方メートル以下 

用 途：住宅（住宅部分の面積が延べ面積の１/２以上の併用住宅を含みます。） 

利用形態：空き家でないもの（居住する予定があるものは対象に含みます。） 

そ の 他：文化財保護法に基づく文化財の登録又は指定を受けていないもの 

平成１９年９月以降に京都市木造住宅耐震診断士派遣事業を受けていないこと。 

借家人がいる場合には，借家人全員の同意を得ていること。 

長屋建てで共同所有の場合には，所有者全員の同意を得ていること。 

過去に耐震改修工事実施を実施している場合，改修実施箇所の診断は行っていません。 

※耐震改修助成事業（５ページ以降参照）の対象とは異なります。 

※軽微でない増築がされている等，京町家等向け耐震診断手法の適用ができない場合は対象外となります。 

※単年度に，同一所有者が複数の建物についてお申込いただくことはできません。今年度，既に本事業を利用された方は，来

年度以降お申し込みください。 

 

 
● 費用 5,000 円 

 

調査日当日に派遣された耐震診断士２名に直接 5 千円（構造診断士に 3 千円，現地調査診断士に 2 千円）

をお支払いいただきます。 

 

※診断士２名が伺い詳細な調査を行いますので「木造住宅耐震診断士派遣事業」の費用２千円と比べて高く

なります。 

 

 

２
京町家耐震診断士派遣事業 
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● 調査日時 

 

調査は通常１日程度かかります。延べ面積が２００平方メートルを超える場合や長屋建ての場合，２日か

かる場合があります。調査日時は，申込書に記入いただいた御希望をもとに耐震診断士と調整して決めます。

希望される調査日時は，申込日から２週間後以降の日にしてください。なお，土・日・及び祝日も調査を

行っています。 

 

※耐震診断は目で見える範囲の調査（非破壊調査）とそれを補充するための聞き取り調査により実施します。床下，屋根裏等

を調査することにより診断の精度が上がりますので，できるだけ床下点検口付近や押入れの荷物等を事前に整理していただ

くよう御協力をお願いします。なお，床板をめくらなければ床下の調査ができない場合は，釘の引き抜きにより床板に傷（構

造上は問題がない程度）がつくこと，作業に音が出ること等，診断士から説明を受け，支障がない場合は了承をお願いしま

す。 

※荷物の移動等を了承いただく場合がありますので，関係者は原則，立会いをお願いします。 

※耐震診断に必要な建物内外の写真撮影に同意いただけない場合は，耐震診断をお受けすることはできません。 

※長屋建ての場合，原則，関係者全員が集合して，調査に当たっての説明を受けてください。 

 

 
● 申込方法 

 

添付の「申込書」に必要事項を記入のうえ，次の書類とともに京都市すまい耐震支援窓口に郵送又は持参

してください。  

申込みは，建物の所有者に限ります。借家にお住まいの方は，所有者と御相談のうえ所有者に申込みを依

頼してください。長屋建ては代表者が申込みを行ってください。 

申込書は，京都市すまい耐震支援窓口，各区役所・支所のまちづくり推進課，京都市都市計画局建築指導

部建築安全推進課（市役所北庁舎 2 階）及び京都市都市計画局住宅室住宅政策課（市役所北庁舎５階）で

配布しています。 

●申込みに必要な書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 申込期間 

  平成２３年１０月３１日（月）まで（先着５０件程度） 

※申込みが多数の場合，期間内でも募集を終了します。 
 

１ 申込書（第１３号様式） ※必要事項を記入してください。 

２ 付近見取図（住宅の所在地の分かる地図） 

３ 対象となる建物の平面図又は略平面図（間取り図） 縮尺 1/100 程度 

  ※平面図が手元にない場合は，間取り図を御用意ください。（手書きでかまいません。）

４ 長屋建ての場合は，所有者全員の派遣同意書（第１４号様式） 

５ 借家の場合は，借家人全員の派遣同意書（第１４号様式） 

６ 対象となる建物の外観写真，内観写真 ※添付の台紙に貼り付けてください。 

７ 登記事項証明書（建物） ※法務局で取得ができなった場合は御相談ください。 

８ 申込みに当たって（チェック用紙） 

※１，４，５，６，８は，本書に添付されている用紙を御利用ください。
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派遣決定通知書の受取 

・事前調査書の記入 

耐震診断の申込 

耐震診断の実施 

・事前調査書の提出 

・調査の立会い 

・５千円の支払い 

耐震診断士派遣決定 

結果報告書の受取 

  ・結果説明 

 
★耐震化対策の検討 

診断士派遣事業の完了

 

● 診断結果 
 

調査から約２箇月後に，耐震診断士が日程調整のうえ耐震診断結果報告書を持参し，お宅へ訪問して内容

を御説明します。 

また，京都市すまい耐震支援窓口では，耐震改修に向けた御相談にお電話や面談で応じます。 

是非，御利用ください。 

※報告書を本事業以外の目的に使用することは一切ありません。 

 

 
 
 
●京町家耐震診断士派遣事業の流れ 

調査日までの手続き 

 

 

 

 
 
 

調査日当日 

 
 
 

調査後の結果報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

２週間程度 

 

 

 

 

 

２箇月後 

 

 

 

 

 

 

 

  改修工事の助成制度については５ページ以降をご覧ください。 

★耐震診断結果の説明を受けた後，耐震化対策に関わる御相談，京都市の耐震改修助成事業の

申請手続き等については「京都市すまい耐震支援窓口」にお問い合わせください。 

※京都市景観・まちづくりセンターでは，専門家による「京町家なんでも相談」を行っています。詳し

くは１１ページを御覧ください。 

※診断後の具体的な耐震改修計画の作成や工事の実施等は建築士等の専門家に御相談ください（有料）。
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京町家等を保全・再生し，安心して住み続けられるようにするため，耐震改修に要する費用の

一部を助成します。 

また，京町家等にお住まいで，一定要件を満たす世帯の方が簡易な耐震改修をされる場合に活

用いただける木造住宅簡易耐震改修等助成事業について，よりお使いいただきやすいものとす

るため，平成２３年度は，助成上限額（３０万円→４５万円）及び助成率（５０％→１００％）

を引き上げ，充実しております。 

   
１ 京町家等耐震改修助成事業 
 

（１）助成対象となる京町家等 

①京町家等 昭和 25 年以前に建築された伝統的軸組構法の木造住宅 

 ②景観重要建造物又は歴史的風致形成建造物の指定を受けたもの 

  上記①又は②の京町家等で次のすべてに該当するもの 

  ・一戸建て，長屋建て又は共同住宅 

  ・住宅（住宅の用途に供する部分の面積が，延べ面積の 1/2 以上の併用住宅を含みます。） 

・耐震診断（限界耐力計算による）の結果，構造評点 1.0 相当未満と診断されたもの 

  ・建築基準法等に違反していないもの 

 

（２）助成対象の方 

  助成対象となる木造住宅の居住者（居住予定の方を含みます）又は所有者（法人も可）で 

耐震改修を行う方 

 

（３）助成対象となる工事 

  柱却部の補強，仕口部（柱とはりの接合部）の一体化や制震装置の設置，壁の増設，屋根の軽量化

のための葺き替え等の耐震改修工事で，耐震改修後に構造評点 1.0 相当以上（※）となる工事 

（※）いずれの耐震改修方法を用いても著しく居住性が悪化することになるなど，特別な事情がある 

場合には，0.7相当以上 

  

（４）助成金額 

 京町家等 景観重要建造物等 

助成金額 耐震改修設計費用と耐震改修工事費用の１／２の合計金額 

９０万円（戸当たり） １３０万円（戸当たり） 
助成限度額 

かつ，長屋及び共同住宅の場合は４５０万円／棟  

３

工事契約や耐震改修工事に先立って申請手続が必要です。 

申請前に，工事契約や工事着手した場合は，助成できませんので御注意ください。

 

①京町家等耐震改修助成事業 

②木造住宅耐震改修助成事業 

③木造住宅簡易耐震改修等助成事業 

耐震改修助成を受けるには？

 助成額・助成率 

を充実しました。 
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２ 木造住宅耐震改修助成事業 
  

（１）助成対象となる木造住宅  

建 築 年 次：昭和５６年５月以前に着工又は建築されたもの 

構造・形式：軸組構法又は伝統的軸組構法による木造の一戸建て, 長屋建て又は共同住宅 

階 数：地上３階建て以下  

用 途：住宅（住宅の用途に供する部分の面積が，延べ面積の1/2以上の併用住宅を含みます。）

そ の 他：耐震診断（一般診断又は精密診断，限界耐力計算等（Ｐ８参照））の結果，構造評点

１．０相当未満と診断されたもの               

空き家でないもの（お住まいになられる予定のものは助成対象です。） 

       建築基準法等に違反していないもの 

 

（２）助成対象の方 

   助成対象となる木造住宅の居住者（居住予定の方を含みます）又は所有者（法人も可）で 

耐震改修を行う方 

 

（３）助成対象となる工事   

   基礎の補強，金物による補強，筋交い・耐震壁の補強・新設，屋根軽量化のための葺き替え等 

耐震改修工事で，耐震改修後に構造評点1.0相当以上（※）となる工事 

（※）いずれの耐震改修方法を用いても著しく居住性が悪化することになるなど，特別な事情がある 

場合には，0.7相当以上 

 

（４）助成金額 次の①又は②のいずれか少ない額  

① 耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用の１／２ 

   ② 60万円／戸 

かつ,長屋建て及び共同住宅は 300 万円／棟のいずれか少ない額  

 
３ 木造住宅簡易耐震改修等助成事業 
  

（１）助成対象となる木造住宅  

建築年次：昭和５６年５月以前に着工又は建築されたもの 

構造・形式：軸組構法又は伝統的軸組構法による木造の一戸建て住宅，長屋建て又は共同住宅 

階 数：地上３階建て以下  

用 途：住宅（住宅の用途に供する部分の面積が，延べ面積の1/2以上の併用住宅を含みます。）

そ の 他：耐震診断（一般診断又は精密診断，限界耐力計算等）の結果，構造評点１．０未満（※）と診断されたもの  

空き家でないもの（お住まいになられる予定のものは助成対象です。） 

        建築基準法等に違反していないもの 

（※）（３）助成対象となる工事の①簡易改修型の場合は，耐震診断の結果，構造評点 0.7 相当未満と

診断されたものが対象です。 

 

（２）助成対象となる世帯  次の①，②のいずれにも該当する世帯 

①前年度の市民税所得割額の合計額が２３５，０００円未満の世帯 

②次のいずれかに該当される方がお住まいになる世帯 

・65 歳以上の方又は耐震改修工事が完了するまでに 65 歳になられる方 
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  ・要介護認定又は要支援認定を受けられた方  

 ・身体障害者手帳の交付を受けられた方 

・精神障害者福祉手帳の交付を受けられた方  

・療育手帳の交付を受けられた方 

   ・小学校就学前の児童 
 
 

（３）助成対象となる工事  次の①～③のいずれかに該当する簡易耐震改修工事 
  

簡易耐震改修工事 改修前 改修後 

①簡易改修型 建物全体の構造評点 0.7 相当未満 建物全体の構造評点 0.7 相当以上

②部分改修型 １階の構造評点 1.0 相当未満 １階の構造評点 1.0 相当以上 

 

③１階シェルタ

ー補強型 
１階の構造評点 1.0 相当未満 

1 階にある寝室などの主な生活空

間をシェルター化することによ

り，生存空間を確保するもの 

 

（４）助成金額 次の①又は②のいずれか少ない額 

① 耐震改修設計及び耐震改修工事に要する費用 

② ４５万円／戸 

 
 
 
● 各制度の利用に当たって 
 

●受付期間 平成２３年 1２月 1９日（月）まで 

受付期間中に交付申請を行ってください。  

なお，申請は先着順に受け付け，予算額に達した時点で締め切ります。 

 

●制度の利用が可能か事前の協議が必要です（通年受付しています）。 

交付申請に先立ち，申請される住宅が助成の対象となる要件を満たし，制度の利用が可能かという

事前の協議が必要です。 

提出された事前協議書及び添付書類を審査し，御自宅にお伺いしたうえで，要件に適合している場

合は，確認通知を協議者に送付します。 

  確認通知を受けずに交付申請は行うことができません。 

 

●工事契約や耐震改修工事の着手前に申請必要です。 

耐震改修設計や工事に着手する前に，必ず交付申請の手続きを行ってください。 

提出された交付申請書及び添付書類を審査し，要件に適合していることを確認したうえで，交付決

定通知を申請者に送付します。 

  交付決定通知前に耐震改修工事等に着手した場合，助成金を交付できません。  

 

●耐震改修工事は平成 2４年 3 月 3０日（金）までに完了してください。 

   

 

高齢者だけでなく，乳幼児 

などがいる世帯も対象です。 
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● 耐震診断の方法について 
①京町家等耐震改修助成 

次に示すいずれかの耐震診断の結果，「地震に対し安全でない」と判断された京町家等を「地震に対

して安全な構造」に耐震改修する必要があります。 

ア 京都市都市計画局発行「京町家の限界耐力計算による耐震設計および耐震診断・耐震改修指針」

に基づく診断手法 

 

 

 

 

イ 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法（改訂版）」に基づく 

限界耐力計算による診断手法 

 

 

 ウ 建築基準法の規定に基づく限界耐力計算により耐震性能を診断する耐震診断 

  

②木造住宅耐震改修助成 

次に示すいずれかの耐震診断の結果，「地震に対し安全でない」と判断された木造住宅を「地震に対

して安全な構造」に耐震改修する必要があります。 

ア 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法（改訂版）」に基づく 

一般診断又は精密診断，限界耐力計算による診断手法 

 

 

イ 京都市都市計画局発行「京町家の限界耐力計算による耐震設計および耐震診断・耐震改修指針」

に基づく診断手法 

ウ 建築基準法の規定に基づき耐震性能を診断する耐震診断 

 

③木造住宅簡易耐震改修等助成 

 耐震診断の方法は木造住宅に同じ。 

 耐震改修後は①簡易改修型は構造評点 0.7 相当以上，②部分改修型は 1 階 1.0 相当以上とする必要

があります。 

 なお，シェルター型の補強の場合は，地震時の木造住宅倒壊による衝撃荷重及び倒壊した木造住宅

が載った状態での地震荷重に対しシェルター化した空間を保持する性能が確認できる書類を提出して

ください。 

 

(※)診断手法によっては，0.7 相当を評価できないものがありますので，お問い合わせください。 

 

 
 
 

【地震に対し安全でない】 
構造評点が 1.0 未満 

【地震に対して安全な構造】 
構造評点が 1.0 以上 

【地震に対し安全でない】 
最大応答変形角が 

・1/15 を超えるもの 又は 
・1/30 を超え 1/15 のもの  
（指針に示す検討条件を満たしていないもの） 

【地震に対して安全な構造】 
最大応答変形角が 

・1/30 以下のもの 又は 
・1/30 を超え 1/15 のもの 
（指針に示す検討条件を満たしているもの） 

【地震に対して安全な構造】 
最大応答変形角が 

・1/30 以下のもの 又は 
・1/30 を超え 1/15 のもの 
（指針に示す検討条件を満たしているもの） 

【地震に対し安全でない】 
構造評点が 1.0 未満 

【地震に対して安全な構造】 
構造評点が 1.0 以上 
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事前の協議 交付の申請 

＊事前協議書 

・付近見取図（1/2,500 程度） 

・現況平面図（1/100 程度）   

・耐震診断書又はその写し（現況）（※） 

・建物の建築年月日を確認できるもの（確認済証写し，建物登記等）

・敷地面積を確認できるもの（確認済証写し，土地登記等） 

・建物の居住・所有を確認できるもの（住民票，建物登記等） 

【木造住宅簡易耐震改修等助成のみ】  

・助成対象者であることが確認できるもの 

＊交付申請書 

・改修平面図（1/100 程度） 

・耐震診断書又はその写し（改修設計後）

＊耐震改修計画書 

＊交付申請額算出書 

・耐震改修に係る見積書 

（※）京都市の耐震診断士派遣事業を利用した場合は提出不要です。 

手続きに  

必要な書類 

   
*印のものは所定の様式があり, 京都市すまい耐震支援窓口及び京都市住宅政策課で配布しています。 
京都市住宅政策課ホームページ（http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-6-1-0-0_5.html）からも 
ダウンロードできます。 

耐震改修助成の手続きの流れ 

現況の耐震診断の結果 

構造評点 1.0 相当未満 

８ページの『耐震診断の方法について』 を御覧ください。 

京都市の耐震診断士派遣を受けられた方は，その結果を利用できます。 

事前の協議 

（事前協議書提出） 

通年受付しています。 

事前協議書に下記の必要書類を添えて京都市すまい耐震支援窓口

に提出してください。助成要件の確認のため，御自宅に伺います。

助成要件に適合している場合は，確認通知を発行します。

耐震改修計画の検討・作成 

交付の申請 

（交付申請書提出） 

 

交付申請の受付は平成２３年１２月１９日（月）までです。 

交付申請書に，下記の必要書類を添えて京都市すまい耐震支援窓

口に提出してください。 

※交付決定通知を受けた後に，工事契約し，着手してください。

工事内容の確認のため，途中で検査を実施します。 

※工事は平成 2４年 3 月 31 日までに完了し，実績報告が必要です。
工事完了 

工事完了実績の報告 

（実績報告書提出） 

工事完了後は速やかに，実績報告書に工事写真，契約書，領収書

等の必要書類を添えて，住宅政策課に実績報告を提出してください。

書類審査後，助成額の確定を通知します。 

助成金の請求 

（助成金請求書提出） 

請求書に必要書類を添付し，助成金の請求を行ってください。

書類審査後，１箇月程度で指定口座に助成金をお支払いします。

書類審査後，交付の決定を通知します。 

① 

② 

③ 

④ 

工事着手 

御相談先・ 

書類の提出先 

京都市すまい 

耐震支援窓口へ 

京都市住宅政策課へ 

市役所北庁舎 5 階 

（電話：075－222-3666）

診断の結果の説明や耐震改修についての御相談に面談又は電話でお

受けします。（任意です。） 
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● 耐震改修促進税制について 

一定の要件を満たす既存住宅について，現在の耐震基準を満たすように耐震改修を行った場合，所得

税の特別控除（工事費等の 10％かつ最大 20 万円の控除）と固定資産税の減額措置（平成 24 年末まで

に工事完了の場合，2 年間 1/２に減額（住宅のみ））の適用を受けることができます。 

 申告手続きには各税制優遇用の証明書が必要であり，証明書は京都市のほか，建築士，指定確認検査

機関，登録住宅性能評価機関において発行できます。 

＜お問い合わせ先＞   

税制についての詳細：（所得税）管轄の税務署 

（固定資産税）各区役所・支所の固定資産税担当課 

証明書についての詳細：京都市都市計画局住宅室住宅政策課 075－222-3666 

           ＵＲＬ：http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000084051.html   
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京町家に関する取組 

 
①京町家なんでも相談（無料） 

京町家に関する，悩みや不安をお持ちの方のご相談を，随時無料で受け付けています。大工，設計

士，不動産事業者などの専門家による相談も無料で行っています。また，京町家の改修の手引きや活

用などの書籍も取り扱っています。ぜひお気軽に御利用ください。 
 

②京町家まちづくりファンド 
京町家の保全・再生に向けた取組を支援するための基金です。京町家の改修に対する助成等の事業に活用します。 

 

③京町家再生セミナー 
京町家をお持ちの方，お住まいの方，これから京町家を受け継いでいく方を対象に，京町家に関す

る様々な情報を提供するセミナーです。 
 

★ ほかにも京町家に関する取組を実施しています。詳しくは, 

（財）京都市景観・まちづくりセンター（ひと・まち交流館 京都 地下１階）まで ★ 

電話 (075)３５４－８７０１  http://machi.hitomachi-kyoto.jp 
 

④京都市あんぜん住宅改善資金融資制度(耐震改修・建て替え融資)     
耐震診断を受け，安全性が低いと診断された木造住宅（建築年代要件なし）を，耐震改修又は耐震

建て替えをされる場合，一定の条件を満たす方に対して，必要な資金の一部について京都市が低利率

の融資のあっせんを行います。 

一般リフォーム工事，バリアフリーリフォーム，エコリフォームについても取り扱っています。 
※工事着手前のお申込みが必要です。 

 

★ 詳しくは，京都市都市計画局住宅室住宅政策課まで ★ 

  電話 (075)222-3666  http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-6-1-0-0_5.html 

 
⑤景観重要建造物の指定  

歴史的な建造物など，その外観が地域の景観づくりに重要なはたらきをしているものを景観重要建造

物として指定し，保存していく制度です。 

【助成】外観部分の修理やもとの形に戻す工事にかかる費用の助成があります。  
 

⑥歴史的風致形成建造物の指定 
歴史的風致維持向上計画内に記載された重点区域内の歴史的風致を形成している歴史的建造物を歴史

的風致形成建造物として指定し，保存していく制度です。 

【助成】外観部分の修理や修景にかかる費用の助成があります。  
 

★ 詳しくは，京都市都市計画局都市景観部景観政策課まで ★ 

電話 (075) 222-3397 http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/soshiki/9-2-1-0-0.html 
 
⑦金融支援機構  リフォーム融資 (耐震改修工事) 

住宅金融支援機構でも，耐震改修工事を対象とした融資を行っています。 

６０歳以上の方は，高齢者向け返済特例制度を利用することもできます。 

詳しくは，お客様コールセンター (電話 0570－０８６０－３５)までお問い合わせください。 

 

４


